
－1－ 

議案第９１号 

   世田谷区立大蔵第二運動場条例の一部を改正する条例 

 上記の議案を提出する。 

    令和２年９月１５日 

    提出者 世田谷区長 保 坂 展 人 

 

（説明） 宿泊室の種別を変更するとともに、規定の整備を図る必要があるので、本

案を提出する。 



－2－ 

   世田谷区立大蔵第二運動場条例の一部を改正する条例 

 世田谷区立大蔵第二運動場条例（平成２１年６月世田谷区条例第２９号）の一部を

次のように改正する。 

                  

和室（６畳） ５，５００円 ３， 

和室（１２．５畳） ９，８００円 ６， 
                              

                             

 

 

 

 

 

 

 

                                      

に改める。 

   附 則 

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、宿泊室（洋室（４０平方メートル）

に限る。）の公用開始の日は、令和２年１０月１日とする。 

２ この条例の施行の際、現に和室（６畳）の使用の承認を受けている者は和室（１

８．５平方メートル）の使用の承認を受けている者と、和室（１２．５畳）の使用

の承認を受けている者は和室（４０平方メートル）の使用の承認を受けている者と

みなす。 

７００円    

２００円 ４，８００円 ４，０００円 ３，６００円 

和室（１８．５平 

メートル） 

和室（４０平方メ 

トル） 

洋室（４０平方メ 

トル） 

方 ５，５００円 ３，７００円    

ー ９，８００円 ６，２００円 ４，８００円 ４，０００円 ３，６００円 

ー ９，８００円 ６，２００円 ４，８００円 ４，０００円 ３，６００円 

別表第２宿泊室（１人１泊）の部中 

「 

を 

「 

」 

」 


